
【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<魅力ある都市空間づくり>

（新） ・ 上町ふれあい広場等管理運営事業[市街地まちづくり推進課] 19,945

（拡） ・ 鹿児島駅周辺都市拠点総合整備（上町ふれあい広場）事業 728,353

[市街地まちづくり推進課]

（拡） ・ 鹿児島駅周辺都市拠点総合整備（上町の杜公園）事業［公園緑化課］ －

（再掲）

・ 鹿児島駅周辺都市拠点総合整備事業[市街地まちづくり推進課] 267,037

・ 中央町１９・２０番街区市街地再開発事業[市街地まちづくり推進課] 328,706

・ 鹿児島中央駅周辺一体的まちづくり推進事業[市街地まちづくり推進課] 269

（新） ・ 谷山地区連続立体交差事業（関連事業）[谷山都市整備課] 245,041

東西駅前広場・自由通路の都市計画決定及び事業認可に向けた取

組みや、市道上本町磯線の整備工事などを行う。 

「緑の空間」ゾーンに花と緑にあふれ、憩い安らぐことのできる「上町

の杜公園」を整備する。  

   ２８年１０月 供用開始予定 

事業計画認可後に地元が行う再開発ビルの実施設計、権利変換計

画の作成等に対し助成する。 

鹿児島中央駅周辺における東口地区、西口地区の一体的まちづくり

ガイドラインに基づき、専門家の派遣やまちづくりセミナーを開催する

など地元活動への支援を行う。 

本年３月の高架切替に伴い、新たに生じる高架下及び鉄道残地を活

用するため、駐輪場の整備や遊歩道整備に向けた基本設計等を行う。 

多目的に利用できる屋根付きイベント広場や屋外イベント広場などを

備えた「上町ふれあい広場」等の管理運営を行う。 

   ２８年１０月 供用開始予定 

多目的に利用できる屋根付きイベント広場や屋外イベント広場などを

備えた「上町ふれあい広場」を整備する。 

   ２８年１０月 供用開始予定 

69 



【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 谷山地区連続立体交差事業[谷山都市整備課] 1,612,081

・ 谷山駅周辺地区土地区画整理事業[谷山都市整備課] －

（再掲）

・ 雨水貯留施設設置事業[吉野区画整理課] 42,712

・ 土地区画整理事業の推進 6,237,580

　 　[区画整理課、吉野区画整理課、谷山都市整備課］ （ ㉗２月補正

1,494,059）

・ 都市計画関連事業［都市計画課］ 11,270

<良質で快適な生活環境づくり>

（拡） ・ 安全安心住宅ストック支援事業[建築指導課] 106,496

宇宿中間地区及び原良第三地区の換地処分を行うとともに、個性と

魅力ある都市空間創出のため、６地区の事業を推進する。 

  吉野地区・谷山第二地区・郡山中央地区・谷山駅周辺地区 

  谷山第三地区・吉野第二地区 

本年３月の高架切替に伴う仮線等の撤去工事や交差道路の整備な

どを行う。 

吉野第二地区土地区画整理事業に関連する雨水貯留施設及び水

路の地質調査や測量設計業務を行う。 

谷山地区連続立体交差事業との連携を図りながら、仮換地指定や建

物移転を進め、幹線道路や区画道路の築造工事等を行う。 

立地適正化計画策定事業及びコンパクトな市街地形成促進事業に

関連した都市計画の見直し検討や、地区計画等の都市計画決定手

続き等を行う。 

住宅の安全性を確保し、良質なストックの形成を図るとともに、子育

て・高齢者等世帯の安心な住まいづくりを支援するため、住宅の耐震

化やリフォームに対し助成する。また、県外からの移住者が行うリ

フォームに対する助成を拡充する。 

70 



【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（新） ・ 市有地空き家対策事業[建設管理部管理課] 43,343

・ 空き家等対策事業［建築指導課］ 8,000

・ 子育て支援住宅整備事業(市営住宅建設事業）[住宅課] 19,349

・ 子育て仕様住戸の整備（市営住宅建設事業：建替） 51,039

　　　　（市営住宅ストック総合改善事業：個別改善）［住宅課］

（拡） ・ 新婚・子育て世帯向け市営住宅支援事業［住宅課］ －

倒壊の危険性がある空き家等の解体に対し助成するとともに、所有者

が不明な場合は、条例に基づき、市が防護ネットの設置などを行う。ま

た、法に基づく対策計画の策定に取り組む。 

安心して、子どもを生み、育てることができる居住環境の形成を図るた

め、星ヶ峯みなみ台の分譲地を活用し、子育てに適した広さや設備

等を備えた子育て支援のための市営住宅を建設する。 

本年度は、６戸の工事に着手する。 

市営住宅の建替え及び個別改善の際、ファミリー向け住戸の一部を

子育てのしやすさや子どもの安全に配慮した仕様の住戸として整備

する。 

（新規着工）  

   ２８年度～２９年度 西伊敷住宅 ３戸 

（２７年度着工）  

  ２７年度～２８年度 桜ケ丘住宅 ６戸 

三和町、城南町、下荒田４丁目の市有地にある危険家屋を撤去する

ことにより、災害の未然防止並びに安心安全な住環境づくりを推進

する。 

「結婚」から「子育て世帯」まで切れ目のない支援と少子高齢化の進

行した地域のコミュニティバランスの回復を図るため、新婚世帯及び

子育て世帯を対象に市営住宅募集時に優遇措置を講じる。 
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【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 市営住宅建設事業［住宅課］ 1,100,291

・ 地域活性化住宅建設事業[住宅課] 123,451

・ 既存集落活性化住宅建設事業[住宅課] 21,460

・ 市道バリアフリー推進事業[道路建設課、谷山建設課] 84,500

・ 都市公園安心安全対策推進事業[公園緑化課] 81,402

・ コンパクトな市街地形成促進事業［都市計画課］ 184

・ 立地適正化計画策定事業［都市計画課］ 14,458

人口の減少や地域の活力が低下している既存集落の活性化の一助

とするため、宮小学校区（吉田地域）に６戸の建設を行う。 

人口の減少や地域の活力が低下している指定既存集落の活性化の

一助とするため、小山田地区において５戸の工事に着手する。 

子ども、障害者、高齢者を含めすべての人々が安全かつ快適に歩行

や移動ができるよう、歩道のバリアフリー化を行う。 

天神公園のバリアフリー化等を推進し、誰もが安心して利用できる都

市公園の整備を図る。 

土地利用ガイドプランに基づいた都市機能集積の誘導方策や公共

交通への利用転換を軸としたエコ・コンパクトシティの実現化方策の

検討を行う。 

市営住宅長寿命化計画等に基づき、市民生活の安定と社会福祉の

増進に寄与するため、市営住宅の建替を行う。 

（新規着工）  

  ２８年度～２９年度 西伊敷住宅 ２２戸（２５戸） 

（２７年度着工） 

  ２７年度～２８年度 玉里団地住宅 ８１戸 

                 ※（ ）内は子育て仕様住戸を含む。 

コンパクトなまちづくりを進めるため、居住や都市機能の立地、公共

交通の充実等に関する包括的なマスタープランである立地適正化計

画を策定するとともに、必要な条例制定等を行う。 
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【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（拡） ・ 次世代へつなぐ景観誘導事業[都市景観課] 4,500

・ 景観づくり応援事業[都市景観課] 3,102

・ ブルースカイ計画事業［道路建設課］ 81,700

（新） ・ 公園施設（橋梁）長寿命化計画策定事業［公園緑化課］ 9,200

（拡） ・ 道路ストック修繕事業［道路維持課］ 152,507

・ 住居表示実施事業[土地利用調整課] 8,812

・ 道路、橋りょうの整備[道路建設課、道路維持課、谷山建設課］ 4,462,782

景観づくりを推進している団体の活動、景観重要樹木の保全等及び、

景観形成重点地区における民間建造物の修景に要する経費等の一

部を助成する。 

南洲門前通り地区に加え、新たに喜入旧麓地区の景観計画の策定

に取り組むほか、景観法、景観計画及び景観条例に基づく届出制度

や景観重要建造物及び樹木の指定等により、良好な景観形成を誘

導する。 

道路網の安全性・信頼性を確保するため、横断歩道橋・トンネル等の

道路構造物の点検・修繕を行うほか、新たに道路舗装の維持管理計

画を策定する。 

道路、橋りょうの新設改良、舗装・維持補修、側溝の整備等を実施

する。 

安全で快適な歩行者空間の確保、都市景観の向上等を図るため、電

線類の地中化を行う。 

   ２８年度 高麗本通線 

公園内にある橋長１０ｍ以上の８橋梁について、長寿命化計画を策

定するため、概略点検を行う。 

清和地区の住所をわかりやすくするため、住居表示を実施する。 
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【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 交通安全施設の整備[道路建設課、谷山建設課] 948,891

・ ゾーン３０の整備（路側帯の設置・拡幅、カラー舗装等の設置） 36,400

[道路建設課、谷山建設課]

・ 建築行為に伴う市道後退用地整備事業［道路管理課］ 6,013

・ 地域下水道施設整備事業（地域下水道事業特別会計への繰出金） 7,558

［南部清掃工場］

・ 犬猫等の飼養者啓発事業［生活衛生課］ 2,938

・ 老朽施設更新事業（水道事業特別会計）[水道局] 697,382

・ クリプトスポリジウム等対策事業（水道事業特別会計）［水道局］ 67,580

犬猫等の飼い主に対する適正飼養の啓発や地域猫・観光地猫の不

妊去勢手術費の助成等を行う。 

交通事故が多発している道路その他緊急に交通の安全を確保する

必要がある道路について、交差点の改良など、交通安全施設の整備

を行う。 

道路利用者の安全性等の向上を図るため県警と連携を図り、エリア

内の最高速度を時速３０kmに制限するとともに路側帯の設置・拡幅等

を行う。 

牟礼岡団地地域下水道のポンプ施設腐食対策設備整備工事に対

する繰出しを行う。 

浄水場、水源地、配水池等の老朽化した施設の更新を行う。本年度

は河頭浄水場の機械設備等を更新する。 

クリプトスポリジウム等対策として、和田水源地に浄水設備を新設する。 

安全に安心して通行できる道路空間の確保と良質な居住環境の形

成を図るため、市道に隣接する土地の建築行為に伴う市道後退用地

を土地所有者の寄附により取得し、整備等を行う。 
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【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 公共下水道事業（公共下水道事業特別会計）[水道局] 2,119,514

<市民生活や企業活動を支える交通環境の充実>

・ 地域高規格道路の整備促進[街路整備課] 588

・ 街路事業［街路整備課、谷山都市整備課］ 902,379

（新） ・ 超低床電車購入事業（交通事業特別会計）[交通局] 519,448

（新） ・ イベント電車リニューアル事業（交通事業特別会計）[交通局] 1,287

（新） ・ 市電案内表示等リニューアル事業（交通事業特別会計）[交通局] 4,967

（新） ・ 観光バス・観光電車ワイファイ整備事業（交通事業特別会計）[交通局] 2,233

鼓川通線等の用地取得や道路築造工事等を行う。 

鹿児島東西・南北幹線道路の早期整備に向けて、行政、議会、民間

が一体となって、国や県に対する要望活動等を幅広く展開し、整備

の促進を図る。 

南部処理場における長寿命化対策工事を行うとともに、清和地区や

土地区画整理事業区域等に汚水管を布設するなど、生活環境の保

全と下水道の普及に努める。 

老朽化した電車を更新するため、バリアフリーに対応した超低床電車

を購入する。 

   ２８年度 ２両購入 

貸切専用車両であるイベント電車の内外装についてリニューアルを 

行う。 

観光客や一般利用者など全ての人が分かりやすく、快適に車両を利 

用できる環境を整えるため、市電の車内案内表示等をリニューアル

する。 

定期観光バス及び観光レトロ電車「かごでん」に、公衆無線ＬＡＮ（無 

料Ｗｉ-Fｉ）の設置や、観光案内情報提供システム（スマートフォン用 

サイト）の作成を行う。 
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【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（新） ・ 郡元交差点軌道改良事業（交通事業特別会計）[交通局] 96,282

（拡） ・ 公共交通ビジョン推進事業[交通政策課] 10,094

・ 廃止バス路線対策事業［交通政策課］ 19,615

・ 都市交通システム整備事業補助金［交通政策課］ 3,100

（拡） ・ 公共交通不便地対策事業［交通政策課］ 152,009

・ 交通局施設リニューアル事業（局舎・電車施設）（交通事業特別会計） 1,552

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[交通局]

・ 観光レトロ電車「かごでん」運行（交通事業特別会計）［交通局］ －

県バス対策協議会において維持・存続が必要と認められた運行系統

等について、地域住民の日常生活や公共的施設の利用に必要な公

共交通機関を確保するため、廃止路線代替バスを運行する。 

公共交通ビジョンの推進施策「待合施設の改善」を進めるため、県バ

ス協会が実施するバス停留所上屋等の整備に対し助成する。 

公共交通ビジョンの推進を図るため、地域公共交通活性化再生法に

基づく地域公共交通網形成計画として、公共交通ビジョンの見直しを

行う。 

新武之橋変電所敷地の一角に、費用の一部を法人及び個人からの

寄付金で賄う「路面電車発祥の地」記念碑（仮称）を設置する。 

本市の電車運行１００周年を記念して制作した観光レトロ電車「かごで

ん」を運行し、観光都市鹿児島のイメージアップにつなげる。 

あいばすや乗合タクシー等について、改善を図りながら運行を継続

するとともに、新たに小原地域等において不便地対策を実施する。 

電車走行の安定性の確保や利用者の乗り心地の向上、車両通過 

時の振動・騒音の低減のため交差点内の軌道施設の改良を、年次 

計画に基づき実施する。 
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【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ バス停留所上屋整備事業（交通事業特別会計）[交通局] 2,700

・ 低公害低床型バス購入事業（交通事業特別会計）［交通局］ 264,234

・ 貸切観光バス購入事業（交通事業特別会計）［交通局］ 37,923

・ バスドライブレコーダー整備事業（交通事業特別会計）［交通局］ 8,932

・ 交通局ふれあい推進事業（交通事業特別会計）［交通局］ 221

・ 桜島港フェリー施設整備事業（船舶事業特別会計）［船舶局］ 64,265

・ 鹿児島港港湾整備事業費負担金［都市計画課］ 312,601

（ ㉗２月補正

26,738）

・ 港湾改修（施設改良）事業［河川港湾課］ 12,750

交通局を身近に感じ、親しまれる施設となるよう電車運転体験やお仕

事体験、施設見学などを実施する。 

より一層の安全運行を図るため、ドライブレコーダーを年次的に整備

する。      

   ２８年度 ３０両 

桜島港施設整備計画に基づき、桜島港新フェリーターミナルの建設

工事を進める。 

新港区や谷山二区などの国直轄及び県施行の港湾整備事業を促進

する。 

乗客サービスの向上を図るため、バス停留所上屋を整備する。 

   ２８年度 ２箇所 

低公害低床型バスを購入し、交通事業のバリアフリー化を推進する。 

   ２８年度 １０両 

安全、快適かつ環境性能の優れた車両に更新する。 

   ２８年度 １両 

港湾施設の機能向上及び船舶の航行の安全を図るため、桜島港浦

之前地区の消波堤の整備等を行う。 
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